
 

 

○総務省訓令第１５号 

総務省への外部の労働者からの通報等の処理等に関する訓令を次のように定める。 

平成１８年３月３０日 

総務大臣 竹中 平蔵 

 

総務省への外部の労働者等からの通報等への対応等に関する訓令 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この訓令は、公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号。以下「法」という。）

及び「公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドライン（外

部の労働者等からの通報）」（平成１７年７月１９日関係省庁申合せ。以下「ガイドライ

ン」という。）の趣旨を踏まえて、総務省（外局を除く。以下同じ。）において、総務省

が処分又は勧告等をする権限を有する通報対象事実等が生じ、又はまさに生じようとし

ている場合における外部の労働者等からの通報及び相談（以下「通報等」という。）を適

切に取り扱うため、総務省において取り組むべき基本的事項を定めることにより、これ

らの通報等を行った者（以下「通報者等」という。）の保護を図るとともに、事業者の法

令遵守を推進することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この訓令で使用する用語は、法で使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げ

る用語の意義については、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 部局 内部部局にあっては大臣官房、局及び政策統括官、審議会等にあっては庶務

を行う大臣官房、局及び政策統括官並びに事務局、施設等機関、特別の機関及び地方

支分部局にあっては当該事務局、施設等機関、特別の機関及び地方支分部局をいう。 

(2) 地方支分部局 管区行政評価局、総合通信局、沖縄行政評価事務所、沖縄総合通信

事務所、行政評価支局及び行政評価事務所をいう。 

 (3)  総合通信局等  総合通信局及び沖縄総合通信事務所をいう。 

(4) 外部の労働者等 通報対象事実又は通報対象事実以外の法令違反の事実（以下「通

報対象事実等」という。）に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派

遣先とする派遣労働者及び当該事業者の取引先の労働者のほか、当該事業者の役員、

退職者、取引先事業者等の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者をい

う。 

(5) 法に基づく公益通報に準ずる通報 前号の「法令遵守を確保する上で必要と認めら

れるその他の者」が通報対象事実について通報するもの又は外部の労働者等が通報対

象事実以外の法令違反の事実について通報するものであり、次に掲げる要件の全てに

該当するものをいう。 



 

 

ア 当該通報が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目

的で行われたものでないこと 

イ 当該通報が、通報対象事実等が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報す

るものであること 

ウ 当該通報対象事実等について、総務省が処分又は勧告等をする権限を有すること 

エ 当該通報対象事実等が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相

当の理由があること 

(6) 公益通報等 法に基づく公益通報又は法に基づく公益通報に準ずる通報をいう。 

 

第２章 通報等への対応体制等 

（通報等への対応体制） 

第３条 総務省に、総括通報等責任者を置き、公益通報関係省庁連絡会議における総務省

の構成員をもって充てる。 

２ 総括通報等責任者は、通報に関する調査の進捗の管理その他の通報への適切な対応の

確保に関する事務を総括する。 

３ 外部の労働者等からの通報等の受付は、別表左欄に掲げる法律に関する通報等ごとに、

それぞれ同表右欄に掲げる部局（以下「窓口部局」という。）において行う。 

４ 窓口部局は、外部の労働者等からの通報等の受付のほか、当該通報等への対応（第５

条から第１４条までに掲げるものをいい、当該通報等に係る通報対象事実等について処

分又は勧告等に関する事務を行うこととなる部局（以下「事務実施部局」という。）が第

６条第１項、第３項及び第５項、第８条並びに第１０条の規定により実施するものを除

く。）及び通報者等の保護に関し必要な事務を行う。 

 

（秘密保持及び個人情報保護の徹底、利益相反関係の排除） 

第４条 通報等への対応に関与した者（通報等への対応に付随する職務等を通じて、通報

等に関する秘密を知り得た者を含む。以下同じ。）は、通報等に関する秘密を漏らしては

ならない。 

２ 通報等への対応に関与した者は、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、

又は不当な目的に利用してはならない。 

３ 通報等への対応に関与する者は、通報等への対応の各段階（第５条から第１０条まで

に掲げる段階及び通報等への対応終了後の段階をいう。以下同じ。）において、次に掲げ

る事項を遵守しなければならない。 

ア 情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲を必要最小限に限定すること 

イ 通報者等の特定につながり得る情報（通報者等の氏名、所属等の個人情報のほか、

調査が通報等を端緒としたものであること、通報者等しか知り得ない情報等を含む。

以下同じ。）については、調査等の対象となる事業者に対して開示しないこと（通報等

への対応を適切に行う上で真に必要な最小限の情報を、ウに規定する同意を取得して



 

 

開示する場合を除く。） 

ウ 通報者等の特定につながり得る情報を、情報共有が許される範囲外に開示する場合

には、通報者等の書面、電子メール等による明示の同意を取得すること 

エ ウに規定する同意を取得する際には、開示する目的及び情報の範囲並びに当該情報

を開示することによって生じ得る不利益について、通報者等に対して明確に説明する

こと 

オ 通報者等本人からの情報流出によって通報者等が特定されることを防ぐため、通報

者等に対して、情報管理の重要性について十分に理解させること 

４ 総務省の職員は、自らが関係する通報等への対応に関与しないものとする。また、窓

口部局及び事務実施部局は、通報等への対応の各段階において、通報等への対応に関与

する者が当該通報等に利益相反関係を有していないか確認するものとする。 

 

第３章 通報等への対応 

（通報等の受付） 

第５条 窓口部局は、通報等があったときは、法及びガイドラインの趣旨を踏まえ、誠実

かつ公正に通報等に対応し、正当な理由なく、通報等の受付又は通報の受理を拒んでは

ならない。 

２ 窓口部局は、通報等に関する秘密保持及び個人情報の保護に留意しつつ、通報者等の

氏名及び連絡先並びに通報等の内容を把握する。 

３ 窓口部局は、通報者等の秘密は保持されること、個人情報は保護されること、通報等

受付後の手続の流れ及び法に基づく公益通報の要件を満たさない場合は、当該通報を受

理したとしても、法による保護の対象とはならないことその他の公益通報者保護制度に

関する事項を通報者等に対し、説明（ホームページ等これらの事項を知り得る情報源の

教示を含む。）する。ただし、通報者等が説明を望まない場合、匿名による通報等である

ため通報者等への説明が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合はこの限り

でない（次項、第６項及び第７項、第６条第２項及び第４項、第９条に規定する通知、

第５条第５項に規定する教示、第７条に規定する教示及び資料の提供において同じ。）。 

４ 窓口部局は、書面、電子メールその他通報者等が通報等の到着を確認できない方法に

よって通報等がなされたときは、速やかに通報者等に対して当該通報等を受付した旨を

通知するよう努める。 

５ 窓口部局は、通報等の内容が他の窓口部局が受け付けるべきものである場合にあって

は当該他の窓口部局を、通報等に係る通報対象事実等について総務省が処分又は勧告等

をする権限を有しない場合にあっては処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を、

通報者等に対し、遅滞なく教示する。 

６ 窓口部局は、通報を公益通報等として受理したときはその旨を、受理しないときはそ

の旨及びその理由を、通報を行った者（以下「通報者」という。）に対し、遅滞なく通知

する。 



 

 

７ 窓口部局は、通報を公益通報等として受理したときは、処理の終了までに必要と見込

まれる期間を、通報者に対し、通知するよう努める。 

 

（調査の実施） 

第６条 事務実施部局は、受理した公益通報等についての調査の必要性を十分に検討する。 

２ 窓口部局は、適正な職務の遂行に支障がある場合を除き、事務実施部局が調査を行う

場合はその旨及び着手の時期を、事務実施部局が調査を行わない場合はその旨及びその

理由を、通報者に対し、遅滞なく通知する。 

３ 事務実施部局は、通報者の秘密を守るとともに、個人情報を保護するため、通報者が

特定されないよう十分に留意しつつ、遅滞なく必要かつ相当と認められる方法で調査を

行い、速やかに調査結果を取りまとめる。 

４ 窓口部局は、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に留意しつつ、必要

に応じ、通報者に対し、調査の進捗状況を通知する。また、窓口部局は、事務実施部局

が調査結果を取りまとめたときは、適正な職務の遂行に支障がある場合を除き、通報者

に対し、遅滞なくこれを通知する。 

５ 事務実施部局は、調査の方法、内容等の適正性を確保するとともに、調査の進捗を適

切に管理する。 

 

（受理後の教示） 

第７条 窓口部局は、公益通報等の受理後において、当該公益通報等に係る通報対象事実

等について総務省以外の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかに

なったときは、当該行政機関を、通報者に対し、遅滞なく教示する。この場合において、

窓口部局は、適正な職務の遂行又は利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー

等の保護に支障がある場合を除き、作成した当該公益通報等に係る資料を通報者に提供

する。 

 

（調査結果に基づく措置） 

第８条 事務実施部局は、公益通報等についての調査を行った結果、通報対象事実等があ

ると認めるときは、速やかに、法令に基づく措置その他適当な措置（以下「措置」とい

う。）を講ずる。 

 

（通報者への措置の通知） 

第９条 窓口部局は、適正な職務の遂行に支障がある場合を除き、事務実施部局が講ずる

措置の内容を、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に留意しつつ、通報

者に対し、遅滞なく通知する。 

 

（窓口部局への報告） 



 

 

第１０条 事務実施部局は、第６条第１項及び第３項並びに第８条に基づき実施する事項

の進捗状況、結果その他の必要な事項を、窓口部局に対し、遅滞なく報告する。 

 

（公益通報等以外の通報の取扱い） 

第１１条 窓口部局及び事務実施部局は、 匿名による通報についても、可能な限り、実

名による通報と同様の取扱いを行うよう努める。 

２ 窓口部局は、公益通報等以外の通報（前項の規定により処理を行うものを除く。以下

同じ。）について、必要に応じ、窓口部局以外の部局に情報提供する。また、窓口部局及

び事務実施部局は、公益通報等以外の通報の内容が法令遵守の観点から公益通報に準じ

た取扱いをすべきものであると判断したときは、第６条から第１０条までの規定に準じ

た対応を行う。 

 

（通報者保護に係るフォローアップ） 

第１２条 窓口部局は、通報対応の終了後においても、通報者からの相談等に適切に対応

するとともに、通報者が、公益通報等をしたことを理由として、事業者から解雇その他

不利益な取扱いを受けていることが明らかになった場合には、消費者庁の公益通報者保

護制度相談ダイヤル等を紹介するなど、通報者保護に係る必要なフォローアップを行う

よう努める。 

 

（相談への対応） 

第１３条 窓口部局は、相談を行った者に対し、必要な助言を行うよう努める。 

 

（通報者等からの意見又は苦情への対応） 

第１４条 窓口部局は、通報等への対応に関して通報者等から意見又は苦情の申出を受け

たときは、迅速かつ適切に対応するよう努める。 

 

第４章 雑則 

（通報関連資料の管理） 

第１５条 窓口部局及び事務実施部局は、通報等に係る記録その他関連資料（以下「通報

関連資料」という。）を、通報者等の秘密保持及び個人情報の保護に留意して、行政機関

の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 58 号）等の趣旨にのっとり、

適切な方法で管理する。 

２ 通報関連資料の保存期間は、５年とする。ただし、保存期間の終了時において通報等

に関連する争訟が生じているなどの特別な事情がある場合においては、保存期間を延長

する。 

 

（各部局の協力等） 



 

 

第１６条 窓口部局以外の部局は、窓口部局が行う事務に協力する。 

２ 窓口部局以外の部局が通報等を受けた場合は、速やかに窓口部局に連絡する。 

 

（他の行政機関等との協力等） 

第１７条 窓口部局及び事務実施部局は、通報について、他の行政機関その他公の機関か

ら調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行う。 

２ 事務実施部局は、通報対象事実等に関し、処分又は勧告等をする権限を有する行政機

関が複数ある場合においては、必要に応じて、当該行政機関と連携して調査を行い、措

置を講じる等、相互に緊密に連絡し協力する。 

 

（職員への周知） 

第１８条 総括通報等責任者は、法、ガイドライン及びこの訓令の内容等について、定期

的な研修等を通じて職員に対し十分に周知する。 

 

（事業者及び労働者等への周知） 

第１９条 総務省は、所管事業に係る事業者及び労働者等に対する広報の実施その他の適

切な方法により、法及び「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関

する民間事業者向けガイドライン」（平成２８年１２月９日消費者庁。以下「民間事業者

向けガイドライン」という。）の内容並びに総務省における通報窓口、通報対応の仕組み

等について、周知するよう努める。 

２ 総務省は、契約の相手方又は補助金等の交付先（以下「相手方事業者」という。）にお

ける法令遵守及び不正防止を図るために必要と認められる場合には、相手方事業者に対

して、民間事業者向けガイドラインに基づく取組の実施を求めることなどに努める。 

 

（公益通報等への対応の評価及び改善） 

第２０条 総務省は、公益通報等への対応の仕組みの運用状況についての透明性を高める

とともに、客観的な評価を行うことを可能とするため、公益通報等に関する秘密保持及

び個人情報の保護並びに適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、

プライバシー等の保護に支障がない範囲において、公益通報等への対応の仕組みの運用

状況に関する情報を、定期的に公表する。 

２ 総務省は、公益通報等への対応の仕組みの運用状況について、定期的に評価及び点検

を行うとともに、他の行政機関による先進的な取組事例等も参考にした上で、通報等へ

の対応の仕組みを継続的に改善するよう努める。 

 

（細則） 

第２１条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に大臣官房政策評価広報課長が定める。 

 



 

 

附則 

この訓令は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

附則（平成１９年９月２７日総務省訓令第４７号） 

この訓令は、平成１９年１０月１日から施行する。 

 

附則（平成２１年３月３１日総務省訓令第２０号） 

この訓令は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

附則（平成２３年６月２９日総務省訓令第３２号） 

この訓令は、放送法等の一部を改正する法律（平成２２年法律第６５号）の施行の日（平

成２３年６月３０日）から施行する。 

 

附則（平成２６年６月２７日総務省訓令第２８号） 

この訓令は、平成２６年７月７日から施行する。 

 

附則（平成２７年４月１５日総務省訓令第２２号） 

この訓令は、平成２７年４月１５日から施行する。 

 

附則（平成３０年３月３０日総務省訓令第１４号） 

この訓令は、平成３０年３月３０日から施行する。 



 

 

別表（第３条関係） 

外国為替及び外国貿易法（昭和２４年法律第２２８号）（総務大臣の

所管に係る部分に限る。） 

大臣官房 

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５８号） 

大臣官房 

行政書士法（昭和２６年法律第４号）（指定試験機関及び日本行政書

士会連合会に関する部分に限る。） 

大臣官房 

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信

役務の不正な利用の防止に関する法律（平成１７年法律第３１号） 

総合通信局等及び

大臣官房 

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）（総務大臣

の所管に係る部分に限る。） 

大臣官房 

石油需給適正化法（昭和４８年法律第１２２号）（総務大臣の所管に

係る部分に限る。） 

大臣官房 

中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）（総

務大臣の所管に係る部分に限る。） 

大臣官房 

中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）（総務大臣の所

管に係る部分に限る。） 

大臣官房 

中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調

整に関する法律（昭和５２年法律第７４号）（総務大臣の所管に係る

部分に限る。） 

大臣官房 

電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号） 大臣官房 

電子署名及び認証業務に関する法律（平成１２年法律第１０２号） 大臣官房 

電波法（昭和２５年法律第１３１号）（コミュニティ放送に関する部

分に限る。） 

総合通信局等 

電波法（前項に規定する部分を除く。） 大臣官房 

統計法（平成１９年法律第５３号）（総務大臣の所管に係る部分に限

る。） 

大臣官房 

特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国と

の相互承認の実施に関する法律（平成１３年法律第１１１号）（無線

機器に関する部分及び通信端末機器に関する部分に限る。） 

大臣官房 

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律（平成１４年法律第２

６号） 

大臣官房 

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年

法律第５９号）（国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人

統計センター及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関

するものに限る。） 

大臣官房 



 

 

放送法（昭和２５年法律第１３２号）（コミュニティ放送及び有線一

般放送に関する部分に限る。） 

総合通信局等 

放送法（前項に規定する部分を除く。） 大臣官房 

民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９

号）（特定信書便事業（その提供する信書便役務のうちに２以上の総

合通信局等の長の管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含

むものを除く。）に関する部分に限る。） 

総合通信局等 

民間事業者による信書の送達に関する法律（前項に規定する部分を除

く。） 

大臣官房 

有線電気通信法（昭和２８年法律第９６号） 大臣官房 

放送法等の一部を改正する法律（平成２２年法律第６５号）附則第７

条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法

附則第２条による廃止前の有線放送電話に関する法律（昭和３２年法

律第１５２号） 

総合通信局等 

郵便物運送委託法（昭和２４年法律第２８４号） 大臣官房 

郵便法（昭和２２年法律第１６５号） 大臣官房 

 


